
白糠町既存住宅耐震改修等補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、白糠町内にある既存住宅の耐震改修工事及び減災対策工事を行う者に対し、その

費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震性の向上を図り、地震発生時の住宅の倒壊等によ

る被害を軽減することを目的とする。 

２ 白糠町補助金等交付要綱（平成１３年白糠町要綱第１９号）に定めるもののほか、必要な事項をこ

の要綱に定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 既存住宅 昭和５６年５月３１日以前に着工された、自己が所有する戸建ての専用住宅及び併用

住宅（店舗併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満のものを

含む。）をいう。 

⑵ 耐震診断 次のいずれかに該当する木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。 

ア 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法（２０１２年改訂版）」によ

る一般診断法で耐震診断員が行うもの 

イ 上記のアに掲げる方法と同等以上と認められる耐震診断で耐震診断員が行うもの 

⑶ 耐震診断員 建築士事務所（建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定によ

り登録を受けている建築士事務所をいう。この項において同じ）に所属している建築士（同法第２

条第１項に規定する建築士をいう。この項において同じ）で、北海道の耐震診断若しくは耐震改修

技術者名簿に木造耐震診断の区分で登録している者をいう。 

⑷ 耐震設計 耐震診断員による耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満と診断された木造住宅

を、上部構造評点が１．０以上にする設計をいう。 

⑸ 耐震設計者 建築士の資格を有し、建築士事務所に所属している耐震設計を行う者をいう。 

⑹ 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された住宅の耐震改修工事を

し、改修後の上部構造評点が１．０以上となる工事で、施工業者が行うものをいう。 

⑺ 減災対策工事 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの命を守るための装置で、公的

機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けた防災ベッド若しくは耐震シェルター又は施工業

者が行う建物の部分補強等をいう。 

⑻ 施工業者 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定に基づく国土交通大臣又

は北海道知事の許可を受けている者をいう。 

⑻ 耐震改修補助 木造住宅の耐震改修工事を行う当該住宅の所有者に交付する補助金をいう。 

⑼ 減災対策補助 木造住宅の減災対策工事を行う当該住宅の所有者に交付する補助金をいう。 

 

（補助対象住宅、補助対象者及び補助対象経費） 

第３条 耐震改修補助の対象住宅、対象者及び対象経費は、別表１のとおりとする。 



２ 減災対策補助の対象住宅、対象工事、対象者及び対象経費は、別表２のとおりとする。 

 

（補助金の交付額等） 

第４条 耐震改修補助及び減災対策補助の額は一戸に対し、前条による補助対象経費の額（消費税及び

地方消費税に相当する額を除き、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）の３

０万円（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を上限とする。ただし、３０

万円に満たない対象経費の場合は相当額とする。 

 

（補助金の交付申請等） 

第５条 耐震改修補助を受けようとする者（以下「耐震改修補助申請者」という。）は、白糠町既存住

宅耐震改修等補助金交付申請書（別記様式１号）（以下「交付申請書」という。）に次に掲げる関係

書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特段の事情があると認めた場合は、こ

の限りでない。 

⑴ 耐震改修補助申請者の住民票の写し（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

⑵ 建物の所有権及び建築年月日が証明できるもの（固定資産税納税通知書、建物登記事項証明書、

登記済証、建築基準法による検査済証、固定資産課税台帳等）の写し 

⑶ 前号における権利者が複数の場合、白糠町既存住宅耐震改修等補助金交付同意書（別記様式第２

号） 

⑷ 耐震診断報告書（耐震診断員が行ったもの） 

⑸ 耐震設計者の建築士免許証の写し 

⑹ 補強後の想定耐震診断報告書（耐震設計者が行ったもの） 

⑺ 耐震改修工事見積書の写し（対象工事と他の工事を明確に区分したもの） 

⑻ 耐震改修工事請負契約書の写し 

⑼ 付近見取図、配置図、平面図等（改修内容が記載されたもの） 

⑽ 対象住宅の外観写真（２面以上） 

⑾ 耐震改修補助申請者の納税確認書 

⑿ その他町長が必要と認める書類 

 

２ 減災対策補助を受けようとする者（以下「減災対策補助申請者」という。）は、交付申請書に次に

掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特段の事情があると認めた

場合は、この限りでない。 

⑴ 減災対策補助申請者の住民票の写し（申請日前３か月以内に発行されたもの） 

⑵ 建物の所有権及び建築年月日が証明できるもの（固定資産税納税通知書、建物登記事項証明書、

登記済証、建築基準法による検査済証、固定資産課税台帳等）の写し 

⑶ 前号における権利者が複数の場合、白糠町既存住宅耐震改修等補助金交付同意書（別記様式第２

号） 

⑷ 減災対策工事施工計画書の写し 

⑸ 減災対策工事見積書の写し 



⑹ 減災対策工事契約書の写し 

⑺ 付近見取図、配置図、平面図等（内容が記載されたもの） 

⑻ 対象住宅の写真（２面以上） 

⑼ 減災対策補助申請者の納税確認書 

⑽ その他町長が必要と認める書類 

３ 町長は、前２項の交付申請書の提出があった後、必要に応じて当該職員による現地調査等を行うこ

とができる。 

４ 耐震改修補助申請者及び減災対策補助申請者（以下「補助申請者」という。）は、前項の現地調査

等に協力しなければならない。 

５ 第1項から第２項に定める申請は、別に定める日から当該年度の９月３０日（土曜日、日曜日又は

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、その前日）

までに行うものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきも

のと認めたときは、補助金の交付の決定を行い、白糠町既存住宅耐震改修等補助金交付決定通知書

（別記様式第３号）により補助申請者に通知するものとする。 

ただし、提出された補助金等交付申込書等に申請者の原因による不備等がある場合は、この限りでな

い。 

２ 町長は、前項の通知に際して、必要に応じて条件を付すことができる。 

３ 補助申請者は、前項の通知を受領した後、速やかに耐震改修工事及び減災対策工事（以下「耐震改

修等」という。）に着手しなければならない。 

 

（補助事業の計画変更及び中止） 

第７条 前条第１項の交付決定の通知を受けた補助申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

白糠町既存住宅耐震改修等補助金変更申請書（別記様式第４号）に関係書類を添えて速やかに町長に

提出しなければならない。 

⑴ 耐震改修等の費用の変更 

⑵ 耐震改修等の計画の変更 

⑶ 耐震改修等を中止したとき。 

２ 町長は、前項の規定に基づく変更申請について内容を審査し、交付決定するときは白糠町既存住宅

耐震改修等補助金交付決定変更通知書（別記様式第５号）により補助申請者に通知する。 

 

（実績報告等） 

第８条 耐震改修補助申請者は、耐震改修工事が完了したときは、実績報告書（別記様式第６号）に、

次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。 

⑴ 施工中及び完了後の状況写真 

⑵ 耐震改修工事に要した費用の支払を証する領収書等の写し 



⑶ その他町長が必要と認める書類 

２ 減災対策補助申請者は、減災対策工事が完了したときは、実績報告書に、次に掲げる書類を添え

て、町長に提出するものとする。 

⑴ 施工中及び完了後の状況写真 

⑵ 減災対策工事に要した費用の支払を証する領収書等の写し 

⑶ その他町長が必要と認める書類 

３ 前２項の規定による書類の提出は、補助金の交付の決定の属する年度の３月１５日（土曜日、日曜

日又は国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当たるときは、その翌

日）までに行うものとする。 

４ 町長は、第１項から第２項の実績報告書の提出があった後、必要に応じて当該職員による現地調査

等を行うことができる。 

 

（補助金の確定通知等） 

第９条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかに耐震改修等の内容の審

査を行い、申請内容と相違がないと認めたときは、白糠町補助金等交付規則第１３条第２項に規定す

る白糠町既存住宅耐震改修等補助金確定通知書（別記様式第７号）により補助申請者に通知する。 

 

（交付決定の取消し等） 

第10条 町長は、交付決定を受けた補助申請者(以下「交付決定者」という。)が次に掲げる事項に該当

するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助金を受けることについて不正な行為があったとき。 

⑵ この要綱の規定による期日までに補助申請者から書類が提出されないとき。 

⑶ 期限内に当該補助対象事業が完了しないことが明らかとなったとき。 

⑷ その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、白糠町既存住宅耐震改修等補

助金交付決定取消通知書（別記様式第８号）により交付決定者に通知するものとする。 

３ 補助金交付の決定を取り消した場合に生じた損害について、町は一切の賠償の責めを負わないもの

とする。 

 

（補助金の返還） 

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消

し部分について、返還を命じることができる。 

２ 町長は、補助金の返還を命じるときは、白糠町既存住宅耐震改修等補助金返還通知書（別記様式第

９号）により交付決定者に通知するものとする。 

３ 前項に規定する通知を受けた者は、当該通知に記載された金額を町長が指定する期限までに返還し

なければならない。 

 

 



（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第３条関係） 

耐震改修補助 

区分 要件等 備考 

対 象 住 宅 

町内に存在する木造住宅であって、次に掲げる全てに該当す

るもの 

⑴昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅であるこ

と。 

⑵戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅

で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の１/２ 

未満のもの)であること。 

⑶地上２階建以下の在来軸組構法であること。 

⑷外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの

水平距離が、建物の高さ以内であること。 

⑸過去に本事業による耐震改修等補助を受けたことがないも

の 

⑹耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が１．

０ 未満と診断されたもの。 

⑺建築基準法その他関係法令に、違反がないこと。 

 

対 象 工 事 
耐震診断で上部構造評点が１．０未満と診断された対象住宅

を、上部構造評点が１．０ 以上となるように改修する工事 

 

対 象 者 

一戸に対し次に掲げる全てに該当する者 

⑴個人であること。 

⑵対象住宅の居住者であること。 

⑶対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)

であること。 

⑷町税等の滞納がないこと。 

⑸暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年

法律第７７号)第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

 

対 象 経 費 

次に掲げる費用。ただし、住宅部分に限る。 

⑴耐震改修工事に要する費用 

⑵現状復旧等に伴う付帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、

内装等の復旧工事及び更新工事を含む。)のうち耐震改修工事

に係る費用 

 

※国、北海道、白糠町その他公共団体等から資金として補助 

金、交付金等の交付を受けて耐震改修をした場合（予定を含 

む）は、その対象となった費用を除く。 

対象住宅が区分所有

の場合は、建築物全

体の対象経費を区分

所有面積により按分

した額とする。 

 



 

別表２（第３条項関係） 

減災対策補助 

区分 要件等 備考 

対 象 住 宅 

町内に存在する木造住宅であって、次に掲げる全てに該当す

るもの 

⑴昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅であるこ

と。 

⑵戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅

で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の１/２ 

未満のもの)であること。 

⑶地上２階建以下の在来軸組構法であること。 

⑷過去に本事業による耐震改修等補助を受けたことがないも

の 

⑸建築基準法その他関係法令に、違反がないこと。 

 

対 象 工 事 
昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅の１階を減

災対策する工事 

 

対 象 者 

一戸に対し次に掲げる全てに該当する者 

⑴個人であること。 

⑵対象住宅の居住者であること。 

⑶対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)

であること。 

⑷町税等の滞納がないこと。 

⑸暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年

法律第７７号)第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

 

対 象 経 費 

次に掲げる費用。ただし、住宅部分に限る。 

⑴減災対策工事に要する費用 

⑵防災ベッド等の設置に要する費用 

⑶現状復旧等に伴う付帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、

内装等の復旧工事及び更新工事を含む。)のうち減災対策工事

に係る費用 

 

※国、北海道、白糠町その他公共団体等から資金として補助 

金、交付金等の交付を受けて耐震改修をした場合（予定を含 

む）は、その対象となった費用を除く。 

 

 

 

 


